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初めて育児休業取得者が出たときに支給される「中小企

業子育て支援助成金」について 1月に取り上げました。 

今回は、育児をしながら働く労働者を支援する事業主に

支給される助成金をご紹介します。ワークライフバランス

（仕事と家庭生活の両立）の実現は社会的要請でもあり、

育児支援に関する助成金も拡充されています。 

以下で育児支援に関する 3種の助成金をみていきます。 

 

１. ﾍﾞﾋﾞｰｼｯﾀｰ費用等補助コース 
 

【概要】 

労働者が育児サービスを利用した場合にそれに要した

費用を補助する制度を就業規則等に規定し、実際に費用

補助を行った事業主に対して、その補助した額の一定割

合を助成する。 

＜対象となる育児サービスとは・・・＞ 

・民間のベビーシッター 

・無認可保育園 

・家庭福祉員 など 

＊家族が行うサービスや公立・認可保育所にかかる費

用については対象となりません。 

【主な受給要件】 

①費用補助に関し就業規則等に定めていること。 

②小学校入学前の子に対する措置であること。 

③対象労働者が雇用保険の被保険者であること。 

【支給額】 

 支 給 額 

初回分（一律） 40 万円（30 万円）

事業主負担に対する助成率 2分の 1 

＊支給対象期間は 5年間。 

＊（）内は一般事業主行動計画の届出がない場合（以下同） 

 

２. 代替要員確保コース 
 

【概要】 

育児休業終了後、育児休業取得者を原職または原職相

当職に復帰させる旨の取扱いを就業規則等に規定し、育

児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得

者を原職等に復帰させた事業主に、一定額を助成する。 
 

【主な受給要件】 

①育児休業取得者の原職等への復帰に関し、就業規則

等に定めていること。 

②育児休業期間、代替要員を確保した期間が 3 ヶ月以

上あること。 

③対象労働者が育児休業開始日までに雇用保険の被保

険者として 1年以上雇用されていること。 

④育児休業終了後、6 ヶ月以上雇用していること。 

【支給額】 

 支 給 額 

初回分（一律） 50 万円（40 万円） 

2 人目以降 15 万円 

＊最初に対象労働者が生じた日から 5年間が対象 

 

３. 子育て期の柔軟な働き方支援コース 
 

【概要】 

就業規則等により短時間勤務制度やフレックスタイム制

度を設け、3 歳から小学校入学前の子を養育する労働者

に利用させた事業主に対して支給する。 

【主な受給要件】 

①以下の制度を就業規則等に定め実施すること。 

A 育児休業に準ずる制度 

B 短時間勤務制度 

C フレックスタイム制 

D 始業・終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度 

E 所定外労働をさせない制度 

②対象労働者に最低 3 ヶ月以上利用させていること。 

③制度利用前に一般被保険者として 6 ヶ月以上雇用して

いたこと。 

④支給申請日において雇用していること。 

【支給額】 

 支 給 額 

A 又は Bの制度 50 万円（40 万円）* 

C・D・E の制度 20 万円（15 万円） 

＊最初に対象労働者が生じた日から 5年間が対象 

＊A又は Bの制度の場合、2人目以降 15 万円。 

前回も書きましたが、年金記録問題が新聞に載らない日があ

りません。10 年前に基礎年金番号が一本化されるまで、加入

する年金ごとに複数の番号が割り振られ、それが統一されず

宙に浮いてしまった番号（記録）が出てしまいました。社労士

会にも年金相談や電話対応に関する応援要請が来ていま

す。今回はなるべく時間を作り、社労士として被害者の方のお

役に立てればと思っています。 

● コラム ● 

― 今月の主な労務・税務の手続き ― 

・社会保険算定基礎届の作成 

・住民税の変更（6 月分より変更です。） 


